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■規制の区域区分図 

（第 6回浦添市屋外広告物検討協議会 資料 2 より） 

 

※規制の「区域」は屋外広告物の基準のベースとなるものである。特定の「地区」は区域ごとの基準に対して緩和または強化（基準の上乗せ）を行うことができる。 

（許可を得ることで一般広告物を設置することができる地域） 

（一般広告物の設置が禁止されている地域） 

■禁止地域・許可地域・眺望保全地区の地域地区区分図


